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○申告相談の日程表
（土・日曜日、祝日は申告相談を行いません）

日 程 地　　　　　　区　 会　　　　　　　場
２月１３ B 駅前一丁目、駅前二丁目、泉
１４ C 中央一丁目～中央六丁目
１５ D 井尻野
１６ E 小寺、門田
１７ F 井手、刑部、福井
２０ B 総社一丁目～総社三丁目、総社
２１ C 西郡、地頭片山、岡谷、西坂台、宿
２２ D 清音上中島、清音三因 サンロード吉備路
２３ E 清音柿木、清音軽部
２４ F 中原、三輪、清音黒田、清音古地
２７ B 溝口、真壁
２８ C 槙谷、見延、宍粟
２９ D 東阿曽、西阿曽、奥坂、久米、黒尾

３月 １ E 三須、上林、下林、赤浜
２ F 金井戸、南溝手、北溝手、窪木、長良
５ B 美袋、日羽
６ C 下倉、種井、延原、宇山、槁 昭和公民館
７ D 原、影、中尾
８ E 上原、富原
９ F 八代、下原
１２ B 秦、福谷
１３ C 久代

西公民館

１４ D 新本
１５ E 山田

イオンモール倉敷

全地区が対象

倉敷税務署員に
よる申告相談で
す。
還付申告は１月
２６日に始まって
おり、２月１５日
D（土・日曜日、
祝日を除く）まで
受けています。
２月１６日Eか

らは所得税の確定
申告などを受けま
す。

 会場を選ぶ目安
●イオンモール倉敷
　還付申告を含む所得税の申告全般

●サンロード吉備路、西・昭和公民館
　農業所得（青色申告者を除く）、給与
や公的年金の収入、雑所得、一時所得
がある人。市県民税・国民健康保険税
の申告が必要な人

源泉徴収
票

証明書

２３
年
中
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所
得
控
除
合
計
額

を
超
え
る
人

★
土
地
・
建
物
な
ど
の
売
却
に
よ
る
所
得
が
あ
る
人

★
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
で
初
め
て
適
用
を
受
け
る

人
★
青
色
申
告
の
人

■
市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の

申
告
が
必
要
な
人

★
平
成
２４
年
１
月
１
日
現
在
総
社
市
内
に
居
住
し
、

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
い
人
で
、

平
成
２３
年
中
に
収
入
の
あ
っ
た
人

※
た
だ
し
、
次
の
人
は
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

▼
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
て
い
る
人

▼
１
か
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
で
、
年
末
調
整

が
済
ん
で
い
る
給
与
支
払
報
告
書
が
勤
務
先
か

ら
市
へ
提
出
さ
れ
て
い
る
人

▼
公
的
年
金
等
収
入
の
み
で
、
次
の
①
か
②
に
該

当
す
る
人

①
　
昭
和
２２
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
で
、
年

金
収
入
合
計
額
が
９８
万
円
以
下
の
人

②
　
昭
和
２２
年
１
月
１
日
以
前
生
ま
れ
で
、
年

金
収
入
合
計
額
が
１
４
８
万
円
以
下
の
人

★
平
成
２３
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た
人
（
障
害
・
遺

族
年
金
の
み
の
人
、
失
業
給
付
の
み
の
人
な
ど
）

で
、
同
居
の
人
の
税
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い
人

※
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
や
、
非
課
税
証
明
書
の

発
行
に
必
要
な
た
め
、
申
告
が
必
要
で
す
。

■
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
人

★
給
与
収
入
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
人

★
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
収
入
が
あ
る
人

★
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
給
与
収
入
が
あ
る
人

★
１
か
所
か
ら
の
給
与
収
入
以
外
に
２０
万
円
を
超
え
る

所
得
が
あ
る
人
（
例
　
給
与
収
入
以
外
に
２０
万
円
を

超
え
る
農
業
所
得
が
あ
る
人
）

★
公
的
年
金
等
収
入
（
遺
族
・
障
害
年
金
は
除
く
）
以
外

に
他
の
所
得
が
あ
る
人

★
公
的
年
金
等
収
入
（
遺
族
・
障
害
年
金
は
除
く
）
の
み

で
、
そ
の
所
得
金
額
が
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え

る
人次

の
人
は
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
倉
敷
の
申
告
会
場

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

★
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
の
あ
る
人
で
、
平
成

■申告に必要なもの
□は、チェック用にお使いください

□印かん（認印）

□申告書用紙が届いている人はその用紙
（申告会場にもあります）
※市県民税申告書については、本年度送付してい
ませんので、あらかじめ申告書用紙が必要な人は、
税務課までお問い合わせください。

□給与や公的年金などの源泉徴収票、支払報告書

□農業や不動産所得の帳簿書類や領収書など所得
計算に必要なもの（収支内訳書の記入に必要）
※収支内訳書の記入を事前にお願いします。用
紙と書き方の手引きは、税務課にあります。

□社会保険料、生命保険料、地震保険料の支払証
明書
※国民年金保険料等に係る社会保険料控除を受
ける場合は、納付したことを証明する書類を、
申告書に必ず添付してください。

□医療費の領収書
（医療費控除を受ける人）
※事前に医療機関別、受診した人ごとに整理、
集計をお願いします。

□寄付金の領収書、または受領書
（寄附金控除を受ける人）

□申告者本人の金融機関の口座番号
（所得税の還付申告をする人）

所
得
税
の
確
定
申
告
、
市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告
期
間
は
、
２
月
１６
日
E
か

ら
３
月
１５
日
E
ま
で
で
す
。
左
ペ
ー
ジ
の
日
程
表
を
参
考
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

毎
年
、
申
告
会
場
は
混
雑
し
ま
す
。
ス
ム
ー
ズ
に
申
告
を
済
ま
せ
る
た
め
に
も
、「
申
告

の
手
引
き
」
や
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
参
考
に
、
自
主
作
成
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
書
は
、
郵
送
や
電
子
申
告
（
ｅ
│

Ｔ
ａ
ｘ
）
で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告

所
得
税
の
確
定
申
告

市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告

２/１６
　　
３/１５
〜
木

木

※会場受付時間は、午前９時から午後４時までです。
※会場の混雑を緩和するため、なるべく上の表を参考に来場してください。
※各会場へは、できるだけ乗り合わせなどで来場してください。
※総合福祉センターや各支所など、上の表にある会場以外での申告相談は行い
ません。
※市内の会場では、倉敷税務署員による申告相談はありません。


